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地域密着型通所介護・ 

介護予防通所介護相当サービス 

本巣市糸貫デイサービスセンター重要事項説明書 
 

1. 事業者の概要 

法人名 社会福祉法人 本巣市社会福祉協議会 

法人所在地 岐阜県本巣市下真桑 1199 番地１ 

電話番号 ０５８－３２４－８９８９ 

法人設立年月日 平成 16 年 4 月 1 日 

 

2. 事業所の概要 

事業所の種類 
指定地域密着型通所介護・ 

指定介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス 

事業所名称 糸貫デイサービスセンター 

事業所所在地 本巣市上保１２６１番地４ 

電話番号 ０５８ー３２０－０５５６ 

指定事業所番号 2173400165 

実施地域 本巣市・瑞穂市・北方町（但し、当事業所から半径１０キロ以内） 

営業日 月曜日から土曜日（但し、１２月３１日から翌年の１月３日までは休業）  

営業時間 ８時３０分から１７時１５分 

サービス提供時間 ９時１５分から１６時３０分 

定員 １５名 

但し、暴風雨、積雪等によりご利用者様の心身に危険が懸念される場合には、その日の

営業を中止とすることがあります。（別紙①参照） 
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（２）事 業 所 の 目 的 

指定通所介護事業所等は、介護保険法令に従い、ご契約者（以下「ご利用者様」とい

う。）が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営む事ができるよう

に支援することを目的として、ご利用者様に日常生活を営むために必要な居室及び共

用施設等をご利用いただき、サービスを提供します。 

 

（３）当事業所の運営方針 

① ご利用者様の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、最

善の介護を行う。 

② ご利用者様の介護につき、特定の者に偏ることなく、常にご利用者様の意志を

尊重し事業にあたる。 

③ 事業に係る個人情報及びその他の全ての情報につき、他に漏洩することのない

ように厳重に管理する。 

 

（４） 職員の配置状況 

当事業所では、ご利用者様に対して地域密着型通所介護サービスを提供する職員と

して、以下の職種、職員を配置します。 

職種 常勤 非常勤 指定基準 

所長 １名   １名 

管理者 １名   １名 

生活相談員 ３名 １名 １名 

看護師 １名 １名 １名 

介護員 ３名 １名 １名 

機能訓練指導員 １名 １名 １名 

調理員 １名 １名 １名 

 

3. 当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、ご利用者様に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、介護保険等の給付サービスを利用する場合
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は、下記利用料金表のとおりです。但し、介護保険等の給付の範囲を超えたサービ

スについては全額自己負担となります。 

 

（１）介護保険給付サービス 

食事 ご利用者様の年齢、心身の状況によって、適切な内容の食事を提供します。 

  保温や保冷設備により、適温の食事を衛生的に提供します。 

  食事環境（場）でも、心身状況と自立支援に配慮します。 

  個人のアレルギーや嗜好のニーズにも的確に対応します。 

  ＊食事は介護保険対象ではありませんので、自己負担となります。 

入浴 施設内の浴室にて、安全面に配慮しながら、入浴の提供をします。 

  体調不良等で、入浴いただけない時は清拭をおこないます。 

排泄 ご利用者様の身体状況に応じて、適切な排泄介助をおこないます。 

  オムツを使用している方は、適切にオムツ交換をします。 

  ＊原則、同性介護を基本としておりますが、職員配置などで、ご要望に添

えない場合がございますので、ご了承ください。   

健康管理 バイタルチェックを実施し、ご利用者様に安心して過ごしていただけるよ

う、健康管理に努めます。   

  感染症対策のため、環境衛生の整備に心掛けます。 

  感染症のある方、経管栄養の方はご相談下さい。 

  体調の変化等があった場合は、看護師の判断で主治医等医療機関に連絡し、

主治医の指示により対応します。   

送迎 リフト付きの送迎車で送迎します。車いすのままの乗車、移動が可能です。 

 

（２）サービス利用料金                  

＊サービスの利用料金はご利用者様の介護度に応じて異なります。    単位：円／回 

 所要時間７時間以上８時間未満 

 １割負担額 2 割負担額 ３割負担額 

要介護１ ７５０   １，５００ ２，２５０ 

要介護２ ８８７   １，７７４ ２，６６１ 

要介護３    １，０２８   ２，０５６ ３，０８４ 

要介護４    １，１６８   ２，３３６ ３，５０４ 

要介護５    １，３０８   ２，６１６ ３，９２４ 

入浴介助加算（Ⅰ）       ４０      ８０ １２０ 

入浴介助加算（Ⅱ）       ５５     １１０ １６５ 

サービス提供体制強化加算Ⅰ       ２２      ４４ ６６ 
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（３）介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス利用料金 

単位：円 

 利用回数/月 １割負担額 2 割負担額 ３割負担額 

要支援１ 
１～４回 ３８４／回 ７６８／回 １，１５２／回 

５回以上 １，６７２／月 ３，３４４／月 ５，０１６／月 

要支援２ 
1～8 回 ３９５／回 ７９０／回 １，１８５／回 

9 回以上 ３，４２８／月 ６，８５６／月 １０，２８４／月 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ） 

要支援１    ８８／月 １７６／月 ２６４／月 

要支援２ １７６／月 ３５２／月 ５２８／月 

 

（４）介護保険又は総合事業の給付対象とならないサービス 

食 費 （ １ 食 ） ６００円（おやつ代を含む） 

 

4. 利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照） 

前記（１）、（２）の料金並びに費用は、事業所から請求書を発行しますので、原則口 

座振替にてお支払いください。 

 

5. 緊急時の対応 

サービス利用中に、ご利用者様の体調の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やか 

に家族へ連絡し、又主治医に連絡をする措置を講ずるとともに、場合によっては救急 

病院へ搬送させて頂くこともあります。 

 

6. 事故発生時の対応 

（１） ご利用者様に対するサービス提供時に事故が発生した場合は、ご利用者様の緊 

急連絡先、担当介護支援専門員、県及び市に連絡を行うと共に、必要な措置を行

います。 

（２） 前項の事故の状況及び対応について記録します。 

（３） ご利用者様に対するサービス提供時に賠償すべき事故が発生した場合は損害賠 

償を速やかに行います。 
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7. 苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けています。 

当センター苦情相

談 

住所 岐阜県本巣市上保１２６１番地４ 

利用時間 午前８時３０分から午後５時１５分 

担当 田中 直美 横山 武史   

介護事業課 

住所 岐阜県本巣市上保１２６１番地４ 

利用時間 午前８時３０分から午後５時１５分 

担当 介護事業課長   江尻 弥生 

  ＊緊急時は０９０－８８６０－３２８５ 

行政機関 

もとす広域連合 

介護保険課 
０５８－３２０－２２２０ 

本巣市役所 

福祉敬愛課 
０５８－３２３－７７５４ 

 

8. 健康診断書 

ご利用者様の健康状態を把握し、安心してご利用いただくために、健康診断書の提 

出を求める場合があります。 

原則、初回ご利用日から２週間以内にお願いします。 

 

9. 利用者の義務 

サービス利用にあたり、当事業所が介護保険者証・医療保険者証の提示を求めた場 

合はご提示ください。 

 

10. 秘密保持 

事業者及び事業に従事する者は、サービスを提供する上で知り得たご利用者様及び 

その家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契 

約終了後も継続します。 

 

11. その他 

①全館禁煙となっています。 

②騒音等、他の利用者様への迷惑行為はご遠慮下さい。 

③貴重品等は極力持ち込まないでください。もし、ご持参いただき紛失、盗難がお 

きた場合、当方は一切の責任を負いかねます。 
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      年     月    日 

 

 

指定通所介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いまし

た。 

 

説 明 者   本巣市糸貫デイサービスセンター 生活相談員 

 

                     印  

 

 

私は、本書面に基づき事業者から重要事項の説明を受け、同意しました。 

 

 

利  用  者   住   所                          

 

        氏   名                       印  

 

        電 話 番 号        －        －        

 

代筆者氏名                （続柄    ）印  

                         

 

家族・代理人  住   所                          

 

     氏   名               （続柄    ）印  

 

        電 話 番 号        －        －        
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個人情報の利用及び保護についての同意書 

 

 

事業所は、利用者の個人情報において「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラ

イン」を遵守し適切に取扱います。 

 

（１） 使用目的 

① サービスの利用にあたり、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。 

② 上記①の他、居宅介護支援事業所又は利用される、その他のサービス事業所等との

連絡調整に必要な場合。 

③ 現にサービスの提供を受けている場合で、利用者が体調を崩し、又は怪我等で病院

へ行った時に医師・看護師等に説明する場合。 

 

（２） 個人情報を提供する相手方 

 ① 利用者を担当する介護支援専門員またはその居宅介護支援事業所 

 ② かかりつけ医師 

 ③ 緊急時は②以外の医師や病院関係者 

④  必要に応じて市役所・もとす広域連合・地域包括支援センター・社会福祉協議会

等 

 

（３） 個人情報の内容 

 ① 本人氏名・住所・健康状態・病歴・家族状況等、事業所が介護サービス等を行う 

   ために最小限必要な利用者や家族に関する情報 

 ② その他、普段の事業所での様子に関すること 

 

 ＊「個人情報」とは、本人個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が認識 

され又は認識され得るもの。 

 

（４） 使用する条件 

 ① 個人情報の提供は、（１）に記載する目的の範囲内で、必要最低限の範囲内で使 

用するものとし、情報の提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよ 

う細心の注意を払う。 

 ② 個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等は記録する。 
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（５） 使用する期間 

  年  月  日からサービスを提供している期間。但し、サービス終了

後も適切に保管し、保管期間が終了した後は、焼却処分とする 

 

 

 

   年   月    日 

 

 

 

 

             利用者 住所               

 

 

                 氏名            印   

 

     

             利用者本人が署名できない場合の代筆者 

 

 

                 氏名            印   

 

                 利用者との続柄           

 

 

             家族代表者 

 

                 住所                 

 

                 氏名              印  
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当法人では、下記に示すもので、本人・家族の同意を必要としています。 

 

 

□ 利用時の写真や作成した作品、名前を施設内や文化祭に展示する場合 

□ 社協だより「なごみ」等広報誌に掲載する場合 

□ ホームページやフェイスブック等に掲載する場合 

□ 実習生、福祉協力校受入時に、福祉の学習として必要な場合 

□ 民生委員・ボランティア等福祉サービス関係者への情報提供 

 

 

 

 

 

 上記の内容について同意します。 

 

 

                          年   月   日 

 

 

  

                     氏名               



 

 

 

暴風警報発令時における通所介護事業の運営について 

 暴風警報が発令された場合における通所介護事業の運営について、下記のとおり定め

ることとします。 

 

１．通所介護始業時前に、既に暴風警報が発令されている場合 

 （１）警報が解除されるまで自宅待機。 

 （２）午前９時３０分までに警報が解除された場合は、事業を開始する。ただし、午

前９時３０分においてもなお警報が解除されない場合は、中止とする。 

 （３）警報が解除されても道路・橋梁の決壊、浸水等により送迎に危険が予想される

場合は、中止とする。 

２．通所介護事業開始後に、暴風警報が発令された場合 

 （１）台風の中心位置、進行速度及び方向等の気象状況により判断し、利用を安全に

帰宅させられると認めた場合は、サービスを中止し帰宅させる。 

 （２）台風の中心位置、進行方向、速度等、発令時における気象状況、道路、橋梁、

浸水、山崩れ、住宅等の状況から判断して、安全に帰宅することが困難と認めら

れる場合は、センターで待機させるとともに家族と連絡をとり、適切な措置を行

う。 

 

３．その他の警報発令の場合 

（１）ご利用者様がセンターをご利用する以前に次の警報が発令されている場合 

ア） 「大雨警報」、「大雪警報」、「洪水警報」等が発令されている場合は、原則

として平常通りセンターをご利用できます。 

但し、「大雪警報」については警報発令時の積雪状況など道路交通状況を判

断して、センターのご利用が出来ないこともあります。 

イ）  気象状況、道路、交通状況（積雪等）によりセンター利用が困難と判断さ

れる場合は原則として自宅待機とします。なお、この場合はデイサービスセ

ンター職員等にて緊急連絡をします。 

（２）ご利用者様がデイサービスセンター利用のため到着してから大雨、大雪、洪水

警報が発令された場合 

 原則として平常通りセンターをご利用いただきますが、警報発令時の道路、

交通状況（積雪等）により安全を確認でき次第、サービス提供を中止し、帰

宅していただきます。 

 

 

 

 

 

 

別紙① 


